
議案第８号 

岩倉市民プラザの設置及び管理に関する条例等の一部改正について 

岩倉市民プラザの設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例を

別紙のように定めるものとする。 

令和８年２月２７日提出 

岩倉市長 久 保 田 桂 朗 



岩倉市民プラザの設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条

例 

 （岩倉市民プラザの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１条 岩倉市民プラザの設置及び管理に関する条例（平成２１年岩倉市

条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

  第３条の２並びに第４条の２第１号及び第３号中「午後９時３０分」

を「午後９時」に改める。 

  別表第１を次のように改める。 

 別表第１（第１２条関係） 

利用時間

利用区分 

午 前 ９

時 か ら

午 前 11

時まで 

午 前 11

時 か ら

午 後 １

時まで 

午 後 １

時 か ら

午 後 ３

時まで 

午 後 ３

時 か ら

午 後 ５

時まで 

午 後 ５

時 か ら

午 後 ７

時まで 

午 後 ７

時 か ら

午 後 ９

時まで 

会議室１ 円

400

円

400

円

400

円

400

円

400

円

400

会議室２ 300 300 300 300 300 300

多目的ホール 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200

備考 

１ 商業的な宣伝等に使用する場合 １００パーセント増 

２ 商業的な直接収益を伴う用途に使用する場合 ２００パーセント 

 増 

３ 市外利用者の場合 １００パーセント増 

       「 

別表第３中              を 

                  」 

使用料（１回当たり） 

円

１，１００

２２０

３３０

３３０

２２０

２２０



 「 

               に改め、同表備考を次のように改める。 

              」 

備考 附属設備の使用料は、別表第１に定める利用時間ごとに徴収する。 

 （岩倉市行政財産使用料条例の一部改正） 

第２条 岩倉市行政財産使用料条例（平成２２年岩倉市条例第１号）の一

部を次のように改正する。 

別表建物の項中「５２０円」を「５５０円」に改める。 

 （岩倉市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第３条 岩倉市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例（平成２１

年岩倉市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第３条の２中「午後９時３０分」を「午後９時」に改める。 

別表第１を次のように改める。 

 別表第１（第８条関係） 

利用時間

利用区分 

午 前 ９

時 か ら

午 前 10

時 30 分

まで 

午 前 10

時 30 分

か ら 正

午まで 

午 後 ０

時 30 分

か ら 午

後 ２ 時

30 分 ま

で 

午 後 ２

時 30 分

か ら 午

後 ４ 時

30 分 ま

で 

午 後 ５

時 か ら

午 後 ７

時まで 

午 後 ７

時 か ら

午 後 ９

時まで 

会議室(1) 円

350

円

350

円

500

円

500

円

500

円

500

会議室(2) 350 350 500 500 500 500

会議室(3) 250 250 350 350 350 350

会議室(4) 300 300 400 400 400 400

研修室(1) 900 900 1,250 1,250 1,250 1,250

使用料 

円

５５０

１１０

１６０

１６０

１１０

１１０



研修室(2) 700 700 950 950 950 950

料理室 700 700 950 950 950 950

工芸室 700 700 900 900 900 900

和室 350 350 450 450 450 450

スタジオ(1) 1,250 1,250 1,700 1,700 1,700 1,700

スタジオ(2) 450 450 650 650 650 650

スタジオ(3) 200 200 250 250 250 250

 備考 

  １ 正午から午後０時３０分まで又は午後４時３０分から午後５時ま

での時間の前後の利用時間の区分を連続して利用する場合 正午

から午後０時３０分まで又は午後４時３０分から午後５時までの

時間（前後の利用時間を連続して利用する場合に限る。）を含めて

利用することができるものとする。 

２ 商業的な宣伝等に使用する場合 １００パーセント増 

３ 商業的な直接収益を伴う用途に使用する場合 ２００パーセント

増 

４ 市外利用者の場合 １００パーセント増 

「 

別表第２中              を 

                  」 

使用料（１回当たり） 

円

１，０４０

５２０

２００

２００

５２０

２００

３１０

５２０

５２０

１，０４０※



 「 

               に改め、同表中「※ １か月当たりの使

              」 

用料とする。」を削り、同表に備考として次のように加える。 

備考 

１ 附属設備（保管庫及びコピー機を除く。）の使用料は、別表第１

に定める利用時間ごとに徴収する。 

２ 保管庫の使用料は、１か月ごとに徴収する。

（岩倉市総合体育文化センターの設置及び管理に関する条例の一部改

正） 

第４条 岩倉市総合体育文化センターの設置及び管理に関する条例（平成

元年岩倉市条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

              「        「 

                     」        」 

円

２，５６０

２，５６０

１，２８０

６４０

３２０

６４０

６４０

９６０

６４０

別表第２総合体育館の項中        を        に、  

円

３，８００

３，８００

１，９００

９５０

４７０

９５０

９５０

９００

６５０

使用料 

円

５２０

２６０

１００

１００

２６０

１００

１５０

２６０

２６０

１，０４０



 「        「         「 

        」         」          」 

「 

         」 

 「３，０００」に改め、同表多目的ホールの項中「２，３４０」及び 

「２，９９０」を「１，５００」に、「１５，３４０」を「９，０００」

に改め、同表ふれあい会館の項中「３２０」を「２００」に、 

「１，９２０」を「１，２００」に、「６４０」を「４００」に、 

「３，８４０」を「２，４００」に改める。 

（岩倉市屋外スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第５条 岩倉市屋外スポーツ施設の設置及び管理に関する条例（令和４年

岩倉市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

別表第４南部中学校運動場照明施設の項中「１，３２０円」を 

「１，９５０円」に、「１，１００円」を「１，６５０円」に改め、同表

野寄テニスコートの項中「４４０円」を「６００円」に、「１１０円」を

円

３，３６０

３，３６０

１，６８０

８４０

４２０

７４０

７４０

１，１２０

７４０

円

５，０００

５，０００

２，５００

１，２５０

６２０

１，１００

１，１００

９００

６５０

を        に、         を  

円

１６，９６０

１６，９６０

８，４８０

４，２４０

２，１２０

４，０４０

４，０４０

６，０８０

４，０４０

円

２５，２００

２５，２００

１２，６００

６，３００

３，１２０

６，０００

６，０００

５，４００

３，９００

        に、「２１０」を「３００」に、「２，１００」を 



「１００円」に改める。 

（岩倉市ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第６条 岩倉市ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例（平成４年

岩倉市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

  第３条の２中「午後９時３０分」を「午後９時」に改める。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第１０条関係） 

利用時間

利用区分 

午前９時

から午前

１ ０ 時

３０分ま

で 

午前１０

時３０分

から正午

まで 

午後１時

から午後

３時まで

午後３時

から午後

５時まで

午後５時

から午後

７時まで

午後７時

から午後

９時まで

研修・会議

室 

円

２００

円

２００

円

３００

円

３００

円

３００

円

３００

多目的ホー

ル ５５０ ５５０ ７００ ７００ ７００ ７００

視聴覚室

兼研修室

Ａ ４００ ４００ ５５０ ５５０ ５５０ ５５０

Ｂ ３５０ ３５０ ４５０ ４５０ ４５０ ４５０

 備考 正午から午後１時までの時間の前後の利用時間の区分を連続して

利用する場合は、正午から午後１時までの時間を含めて利用すること

ができるものとする。 

（岩倉市地域交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第７条 岩倉市地域交流センターの設置及び管理に関する条例（平成７年

岩倉市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

  第４条の２中「午前９時から午後９時３０分まで」を「別表第２のと

おり」に改める。 

  第４条の３第１項中「次」を「別表第３」に改め、同項に次のただし

書を加える。 

   ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又

は臨時に休館することができる。 

第４条の３第１項各号を削り、同条第２項を削る。 

第１０条第１項中「徴収しない」を「、徴収しない」に改め、同項た



だし書中「別表第２」を「別表第４」に、「別表第３」を「別表第５」に

改め、同条第２項中「減免又は」を「減免し、又は」に改める。 

第１４条第２項中「別表第２」を「別表第４」に改める。 

第１７条第１項中「第４条の３第２項」を「第４条の３ただし書」に

改める。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第４条の２関係） 

区分 利用時間 

みどりの家 午前９時から午後９時まで 

くすのきの家 午前９時から午後９時まで（火曜日にあっては、午前９

時から午後６時まで） 

ポプラの家 午前９時から午後６時まで 

  別表第３を別表第５とし、別表第２の次に次の２表を加える。 

別表第３（第４条の３関係） 

区分 休館日 

みどりの家 (1) 火曜日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日（１月１日を除く。以下

この号において「休日」という。）に当たるときは、そ

の翌日以後の最初の休日でない日） 

(2) １月１日から１月３日まで及び１２月２９日から

１２月３１日まで 

くすのきの家

及びポプラの

家 

１月１日から１月３日まで及び１２月２９日から１２月

３１日まで 

 別表第４（第１０条関係） 

利用時間

利用区分 

午 前 ９

時か ら

午前 11

時まで 

午 前 11

時 か ら

午 後１

時まで 

午 後１

時 から

午 後３

時まで 

午 後 ３

時か ら

午後 ５

時まで 

午 後５

時 から

午 後７

時まで 

午 後７

時 から

午 後９

時まで 

みどりの

家 

ふれあい交流

ホール 

円

2,150

円

2,150

円

2,150

円

2,150

円

2,150

円

2,150

会議室 300 300 300 300 300 300



集いの間 500 500 500 500 500 500

 工芸体験室 400 400 400 400 400 400

図書室・物語

部屋 

600 600 600 600 600 600

調理室 400 400 400 400 400 400

くすのき

の家 

ふれあい交流

ホール 

750 750 750 750 750 750

会議室 200 200 200 200 200 200

集いの間 300 300 300 300 300 300

工芸体験室 200 200 200 200 200 200

図書室・物語

部屋 

300 300 300 300 300 300

調理室 200 200 200 200 200 200

ポプラの

家 

ふれあい交流

ホール 

950 950 950 950

集いの間 300 300 300 300

図書室・物語

部屋 

300 300 300 300

調理室 350 350 350 350

（岩倉市放課後児童クラブ施設の設置及び管理に関する条例の一部改

正） 

第８条 岩倉市放課後児童クラブ施設の設置及び管理に関する条例（平成

３０年岩倉市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

  別表第２を次のように改める。 

 別表第２（第５条関係） 

利用時間

利用区分 

午前１０時から正

午まで 

正午から午後２時

まで 

岩倉北小学校放課

後児童クラブ施設 

クラブ室Ａ 円

２５０

円

２５０

クラブ室Ｂ ２５０ ２５０

クラブ室Ｃ ２５０ ２５０

多目的スペース ４００ ４００



五条川小学校放課

後児童クラブ施設

クラブ室Ａ ２５０ ２５０

クラブ室Ｂ ２５０ ２５０

曽野小学校放課後

児童クラブ施設 

クラブ室Ａ ２５０ ２５０

クラブ室Ｂ ２５０ ２５０

クラブ室Ｃ ２５０ ２５０

クラブ室Ｄ ２５０ ２５０

（岩倉市児童館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第９条 岩倉市児童館の設置及び管理に関する条例（昭和４６年岩倉市条

例第５７号）の一部を次のように改正する。 

  別表第２を次のように改める。 

別表第２（第８条関係） 

利用時間

利用区分 

午前１０時から

正午まで 

正午から午後２

時まで 

午後７時から午

後９時まで 

第二児童館 遊戯室 円

４００

円

４００

円

４００

図書室 ４００ ４００ ４００

第三児童館 集会室 ３００ ３００ ３００

遊戯室 ４００ ４００ ４００

図書室 ３００ ３００ ３００

学習室 ２５０ ２５０ ２５０

ふれあい

ホール１ 

４００ ４００ ４００

ふれあい

ホール２ 

４００ ４００ ４００

第四児童館 集会室 ２００ ２００ ２００

遊戯室 ４００ ４００ ４００

図書室 ４００ ４００ ４００

学習室 ３５０ ３５０ ３５０

第六児童館 遊戯室 ４００ ４００ ４００

図書室 ２００ ２００ ２００

第七児童館 遊戯室 ４００ ４００ ４００

図書室 ２００ ２００ ２００



（岩倉市多世代交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１０条 岩倉市多世代交流センターの設置及び管理に関する条例（平成

２３年岩倉市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第５条、第１１条関係） 

利用時間

利用区分 

午前９時か

ら午前１１

時まで 

午前１１時

から午後１

時まで 

午後１時か

ら午後３時

まで 

午後３時か

ら午後５時

まで 

すこやかホール(1) 

円

３００

円

３００

円

３００

円

３００

すこやかホール(2) ３００ ３００ ３００ ３００

大会議室 ５００ ５００ ５００ ５００

会議室 ３００ ３００ ３００ ３００

研修室 ２００ ２００ ２００ ２００

和室 １５０ １５０ １５０ １５０

（岩倉市防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部

改正） 

第１１条 岩倉市防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

（平成１７年岩倉市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１を次のように改める。 

 別表第１（第９条関係） 

利用時間

利用区分 

午前９時

から午前

１１時ま

で

午前１１

時から午

後１時ま

で

午後１時

から午後

３時まで

午後３時

から午後

５時まで

午後５時

から午後

７時まで

午後７時

から午後

９時まで

防災研修

室１

円

１００

円

１００

円

１００

円

１００

円

１００

円

１００

防災研修

室２

１００ １００ １００ １００ １００ １００

防災研修

室３

１００ １００ １００ １００ １００ １００

避難室 ５００ ５００ ５００ ５００ ５００ ５００



附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。ただし、次項及び附

則第３項の規定は、公布の日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例（第２条の規定を除く。）による改正後の各条例の規定に基づ

く申請その他の行為は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

前においても、この条例による改正後の各条例の規定の例により行うこ

とができる。 

 （経過措置) 

３ 前項の規定により施行日前に施行日以後の当該施設の利用又は使用の

許可を受けた者の当該許可に係る使用料については、施行日前において

も、この条例による改正後の各条例に定める額とする。 

４ 第２条による改正後の岩倉市行政財産使用料条例の規定は、施行日以

後に行政財産の使用の許可に係る申請をするものについて適用し、施行

日前に施行日以後の行政財産の使用の許可に係る申請をした者の当該許

可に係る使用料については、この条例による改正後の岩倉市行政財産使

用料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 


